
貨物自動車（GVW3.5t以下を除く）の燃料タンクの関係部品の変更等を行った場合の取扱いと新規検査等届出書の記載
（UN-R34が適用される新型車）

※：新型車とは、型式指定等の認可年月日が2018年9月1日以降のものをいう。

No 項目 UN-R34ｰ03（5．及び6.又は13に限る。）の適用等 新規検査等届出書の記載

1

燃料ホースの交換 　ホースはUN-R34中の「アクセサリー」含まれないため、UN-R34の技術的要件は適用さ
れない。

(事例）
      ① サブエンジン式冷凍機への燃料供給
　　　② 車載式発電機への燃料供給
      ③ 架装物の作業用エンジンへの燃料供給

　記載不要

2

既存のボルトから他のボルト等（プラグや配管など）へ
の交換

　取付部（ボルト径、ピッチなど）が同一であれば、UN-R34の技術的要件に影響しない。
　

(事例）
　　　① 増設燃料タンクとの接続
　　　② 架装物の作業用エンジンへの燃料供給

　別紙に以下の記載例を参考に記載する。

「指定自動車等に対して変更している自動車の構造・装置」欄
　(記載例）
　　■燃料タンクのドレン用ボルト

コック付のボルトに交換 

メーカ標準の燃料

タンク（R34対応） 

増設する燃料タン

ク（R34対応） 

ホース追加（冷凍機から戻り） 

分岐継手追加 純正ホース（エンジン戻り） 

純正ホース（エンジンへ） 

別添 
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3

燃料タンクの移設する場合のステーへの孔あけとス
ペーサの取付

　① 燃料タンクのステーは、タンクの一部（構成部品）であるため交換はできないが、孔
      あけや取付ボルトの変更については、UN-R34の技術的要件に影響しない。

　② スペーサは、UN-R34中の「アクセサリー」に含まれないためUN-R34の技術的要件
      は適用されない。

　記載不要

スペーサ 

燃料タンク本体 

燃料タンクステー 

ボルト通し孔 

2 / 3 ページ



貨物自動車（GVW3.5t以下を除く）の燃料タンクの関係部品の変更等を行った場合の取扱いと新規検査等届出書の記載
（UN-R34が適用される新型車）

※：新型車とは、型式指定等の認可年月日が2018年9月1日以降のものをいう。

No 項目 UN-R34ｰ03（5．及び6.又は13に限る。）の適用等 新規検査等届出書の記載

別添 

5

車両推進用以外の用途に用いるエンジンの燃料タンク UN-R34のスコープ外なので、UN-R34の技術的要件は適用されない。

（事例）
　  ① 冷凍機のサブエンジン用
　　② 消防車のポンプ駆動用
　　③ コンテナ発電機用（トレーラ）

記載不要

4

燃料タンク近くの突起物の扱いについて
（車両認証で適合性が確認されたものを除く）

次の突起物については、UN-R34の技術的要件に適合する。
　① 鋭利な突起物については、タンク近傍に配置されていないもの。
　　　この場合、「鋭利な突起物」とは先端が釘状に尖がっているビス等（タッピングスク
      リュー）が該当する。また、「近傍」とはタンクとの隙間が５ｃｍ未満のエリアとする。

　② その他の突起物については、走行中の振動等によりタンクと接触・干渉するおそれ
      がないよう適当な間隙を有したもの。

記載不要
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